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基準７ 学生支援等 

（１）観点ごとの分析 

観点７－１－①： 学習を進める上でのガイダンスが整備され，適切に実施されているか。また，

学生の自主的学習を進める上での相談・助言を行う体制が整備され，機能してい

るか。 

（観点に係る状況）  

 入学前のオリエンテーションを毎年実施し，入学予定者（200名）全員に「新入生の手引き」を配

布し，教務主事及び学級担任が保護者同席の上で，入学後の学習方法及び修学心得（資料７－１－①

－１～２）を、資料７－１－①－３に示す日程で、全体指導を教務主事が行い、その後各学科に分か

れて学級担任が適切にガイダンスしている。 

資料７－１－①－１ 

「学習の手引き」 
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（出典 新入生の手引きより抜粋） 
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 資料７－１－①－２ 

「修学の心得」 

 

（出典 新入生の手引きより抜粋） 
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第一学年全員を対象にした新入生研修を毎年，実施している。実施要項を資料７－１－①－４に示

す。全員に学生便覧を配布し，教務主事が３０分程度の時間で，進級基準や修学上の注意をしている。 

資料７－１－①－４ 

「新入生研修実施要綱」 

新入生研修実施要綱 

1 目的 

 研修を通して高専を理解すること，および集団行動を体験することにより各学科を越えた親睦を深

めることを目的とする 

(1)自律心の養成 

(2)時間厳守の習慣の確立 

(3)ルールの尊重 

2 日時 

 平成18年 4月18日(火) 9:00～16:00  

3 場所 

資料７－１－①－３ 

「オリエンテーション日程」 

 

（出典 新入生の手引きより抜粋） 
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 本校および河川環境楽園(各務原市) 

4 プログラム案  

  9:00 学年主任挨拶 

  9:05 事前指導(多目的ホール) 

     9:05 教務主事の話 

     9:35 学生主事の話 

 10:00 バス乗車  

 10:10 河川環境楽園に出発 

 12:00 昼食 

 13:00 人工河川での研修 

 14:00 水族館見学 

 15:00 集合 

 16:00 本校到着 解散 

5 引率者 

 教務委員代表 第一学年学級担任 

6 服装 

 学生服 

7 その他 

 注意事項:校外では学生らしい行動をとること。また，多額の現金を持ちあるかないこと。 

（出典 平成１７年度運営会議（第15回）資料） 

第三学年までの全学科は特別活動を主体として学級担任から指導を受ける。特別活動の該当部分の年

間計画を資料７－１－①－５に示す。 

資料７－１－①－５ 

「特別活動における学習指導」 

担任 遠藤眞一郎 第 3 学 年 

 

電子制御工学科 

 

授業内容 
月 日 

時
間
数 全体 学級 

指 導 内 容 
ＣＲ以外の 

実施場所 

11(月) 1  ○ 年度初めにあたって：ガイダンス  

18(月) 1  ○ 小論文（この 1 年の目標と展望）  4 

25(月) 1 △  学級指導・大掃除  

9(月) 1  ○ 学級指導（資格の種類と取り方）  

16(月) 1  ○ 学級会（クラス討議）  

23(月) 1 △  学級指導・大掃除  
5 

30(月) 1  ○ 学級指導（前期中間試験の諸注意）  

6 
13(月) 1  ○ 学級指導（就職・進学を考える）  
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20(月) 1  ○ 学級会（クラス討議）   

27(月) 1 △  学級指導・大掃除  

4(月) 1  ○ 
小論文（5 年後の自分はどうありたい

か） 
 

7 

11(月) 1  ○ 学級指導（夏休みの諸注意）  

8 29(月) 1 △  学級指導・大掃除  

5(月) 1  ○ 小論文（自己分析）  
9 

26(月) 1 △  学級指導・大掃除  

3(月) 1  ○ 学級指導（前期成績の反省）  

17(月) 1  ○ 学級会（クラス討議）  10 

24(月) 1 △  学級指導・大掃除  

7(月) 1  ○ 学級指導（研修旅行の諸注意）  

14(月) 2 ◯  交通安全教育 多目的ホール 

21(月) 1  ○ 学級会（クラス討議）  
11 

28(月) 1 △  学級指導・大掃除  

5(月) 1  ○ 学級指導  

12(月) 1  ○ 学級指導（冬休みを控えて）  12 

19(月) 1  ○ 学生会役員選挙  

16(月) 1  ○ 進路希望調査  

23(月) 1  ○ 小論文（この 1 年間を振り返って）  1 

30(月) 1 △  学級指導・大掃除  

6(月) 1   学生証写真撮影  
2 

27(月) 1 △  学級指導・大掃除  

 

（出典 特別活動計画） 

 

 

 

 

選択科目は受講の手引き（内規，選択科目一覧，資格との対応）（資料７－１－①－６）を配布し

て学級担任が指導している。 

資料７－１－①－６ 

「選択科目受講の手引き」 
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（出典 選択科目受講の手引きのトップ頁） 

大学編入学・専攻科進学希望者ガイダンスを実施している。配付資料を資料７－１－①－７に示す。 

資料７－１－①－７ 

「進学希望者へのガイダンス」 

第 5学年進路指導ガイダンス(大学編入学の部その１) 

１．大学編入学の準備と心構え 

 （１）大学編入学の目的を明確にすること。 

 （２）編入学の意思を早く決定すること｡ 

 （３）自分の学力にあった大学を選び出すこと｡ 

    学生課に郵送されて来る募集要項，担任の情報，ネット検索の活用 

 （４）選び出した大学の受験日程を作り，早めに受験願書の作成に入ること。 

    大学名；願書受付期間；書類発送日など 

 （５）願書は担任，卒研指導教官に提示し，チェックを受けること｡ 

    送付する書類のコピーを必ず 1部自分の手元に保存しておくこと｡ 

 （６）大学受験があるからと言って授業をおろそかにしないこと。  

２．国立大学の推薦について  
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（推薦編入学生の決定） 

推薦編入学生の決定は，学生の申出を受けて，各学科からの推薦に基づき，校長が面接の上行います。 

（推薦編入学等の取扱い） 

 編入学等の推薦に当たっては，次のように取り扱います。 

 一 大学等の募集要項に推薦基準が数値として明記されている場合は，その範囲内の学生を推薦します。 

 ニ 大学等の募集要項に推薦基準が数値として明記されていない場合の推薦者の範囲は校長が判断します。 

三 推薦による編入学選抜試験で不合格になった場合に，改めて他の大学等に推薦します。 

（被推薦学生の遵守事項） 

一 推薦による編入学等選抜試験合格者は，当該大学等の編入学を辞退してはならないことになっています。 

二 他の大学等の学力による編入学当選抜試験に合格した場合，校長が許可し，推薦による編入学選抜試験を事前に辞退した場

合に限り，入学確約書を提出できます。 

３．国立大学，学力受験の場合 

（学力検査による編入学） 

学力検査合格者は，入学確約書を１大学のみに提出するものとします｡ 

４．高等専門学校専攻科への受験 

高等専門学校専攻科入学については，大学に準じて取り扱うものとします。 

５．私立大学受験の場合 

 私立大学の推薦については，当分の間，学科の推薦を尊重します。 

（出典 大学編入学・専攻科進学ガイダンス配布資料） 

 個々の授業への相談・助言体制としてオフィスアワーを設置していることを学生便覧及び新入生の

手引き（資料７－１－①－８）に記載し，周知している。その設置状況を資料資料７－１－①－９に、

実施状況を資料７－１－①－10に示す。 

資料７－１－①－８ 

「オフィスアワーの設置」 

 

 

（出典 学生便覧・新入生の手引き） 
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資料７－１－①－９ 

「設置状況の例」 

 
 

（出典 学生掲示板から抜粋） 
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資料７－１－①－10 

「実施状況」 

 

（出典 オフィスアワー報告から抜粋） 

 

 

学生相談（カウンセリング）でも学習相談に応じている。周知の状況を資料７－１－①－11に示す。 
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資料７－１－①－11 

「学生相談」 

 

（出典 新入生の手引き） 

 

 

（分析結果とその根拠理由）  

 新入生のオリエンテーションで，学習を進める上でのガイダンスを実施している。特別活動や選択

科目受講のガイダンス等を整備し，毎年必ず実施している。オフィスアワーにより，相談・助言体制

を整えており，報告書にあるように多数の利用があり，十分に機能している。 

 

 

 

観点７－１－②： 自主的学習環境（例えば，自主学習スペース，図書館等が考えられる。）及び

厚生施設，コミュニケーションスペース等のキャンパス生活環境等が整備され，

効果的に利用されているか。 

（観点に係る状況）  

自主学習スペースとしては，図書館及び図書館の２階に配置する情報処理センターが整備され 

（資料７－１－②－１），平日は午前８時３０分から午後８時まで，土曜日は午前９時から午後４時

まで自由に利用できる状況を確保している（資料７－１－②－２，資料７－１－②－３）。 
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資料７－１－②－１ 

情報処理センター配置図（図書館の１及び２階） 

 

（出典 施設係資料） 
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資料７－１－②－２ 

 

 

 

（出典 図書館資料 抜粋） 
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資料７－１－②－３ 

 
 

 

 

（出典 情報処理センター資料 抜粋） 
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また，本校敷地の中央に福利厚生施設「伊吹」を配置し（資料７－１－②－４及び後述資料８－１

－①－１），１階に校内食堂，売店，休憩スペースを，２階には，保健室の他，ミーティングルーム，

多目的室及び和室を配置し，学生の課外活動その他コミュニケーションの場としての利用に供してい

る（資料７－１－②－５，資料７－１－②－６）。利用状況を資料７－１－②－７に示す。 

 

資料７－１－②－４ 

岐阜工業高等専門学校福利施設「伊吹」配置図 

 

 

（出典 施設係資料） 

 

 

資料７－１－②－５ 

岐阜工業高等専門学校福利施設「伊吹」運営規程 

（趣旨） 

第１条 岐阜工業高等専門学校福利施設「伊吹」（以下「施設」という。）の運営については，法令その 

 他別に定めるもののほか，この規程の定めるところによる。 

 （目的） 

第２条 施設は，学生の課外活動の発展を助成するとともに，学生及び教職員の福利厚生に寄与すること 

 を目的とする。 

（施設の定義） 
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第３条 施設とは，食堂，売店，相談コーナー，保健室，学生相談室，ミーティングルーム，多目的室及 

 び和室等をいう。 

 （運営） 

第４条 学生主事は，校長の命を受けて施設の運営に当たる。 

２ 学生主事は，運営の具体策について関係教職員と協議するものとする。 

第５条 施設に関する事務は，学生課において処理する。 

（損害賠償） 

第６条 使用者が，故意又は過失により建物，設備及び備品を破損し，又は滅失した場合は，その損害を 

 賠償しなければならない。 

（雑則） 

第７条 この規程に定めるもののほか，施設に関する必要な事項については，別に定める。 

   附 則 

  この規則は，昭和６０年４月１０日から施行し，昭和６０年４月１日から適用する。 

   附 則 

  この規程は，平成１７年３月１４日から施行し，平成１６年４月１日から適用する。 

（出展 岐阜工業高等専門学校規則集） 

 

資料７－１－②－６ 

岐阜工業高等専門学校福利施設「伊吹」使用細則 

（趣旨） 

第１条 岐阜工業高等専門学校福利施設「伊吹」運営規則第７条の規定に基づき，この細則を定める。 

（使用者） 

第２条 施設を使用できる者は，本校の学生，教職員及びその他校長が許可した者とする。 

（開館日・使用時間） 

第３条 施設の開館日及び使用時間は，次のとおりとする。ただし，校長が特に必要と認めた場合は，こ 

 の限りでない。 

  月曜日～金曜日 ８時３０分から１９時００分まで 

２ 食堂及び売店の使用時間は，次のとおりとする。ただし，校長が特に必要と認めた場合は，時間を変 

 更することがある。 

一 食堂 １１時００分から１３時００分まで 

二 売店 １０時３０分から１３時００分まで 

（休館日） 

第４条 休館日は，次の各号に掲げるとおりとする。 

一 日曜日及び土曜日 

二 国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）に規定する休日 

三 年末年始の休日（１２月２９日から翌年１月３日までの日。ただし，国民の祝日に関する法律によ 

 る休日を除く。） 

四 その他校長が特に指定した日 

（使用の手続） 



岐阜工業高等専門学校 基準７ 

－418－ 

第５条 ミーティングルーム，多目的室及び和室の使用は次の各号の一に掲げる場合とし，許可を受けな 

 ければならない。 

一 学生の課外活動 

二 学生又は教職員の研修及び集会 

三 その他校長が必要と認めた場合 

２ 食堂，談話コーナー及びホールを専有して居ようする場合は前項の規定を適用する。 

第６条 前条に定める室を使用しようとするときには，あらかじめ許可願（学生にあっては学生準則に定 

める許可願を，教職員にあっては別に定める許可願）を学生課に提出し校長の許可を受けなければなら 

ない。 

（使用上の注意事項） 

第７条 施設の使用に当たっては，次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。 

一 建物，設備及び備品を大切に取扱い，備品等は許可なく移動させないこと。また，破損等した場合 

 には，速やかに学生課に届出ること。 

二 火気の取扱いには十分注意すること。 

三 保健衛生に十分留意すること。 

四 良識と品位を重んじ，他人に迷惑を掛けるような行為をしないこと。 

２ 前条により許可された室の使用に当たっては，前項に定めるほか次の各号を遵守しなければならな 

 い。 

一 許可された目的以外の用途に使用しないこと。 

二 室の取扱いは，学生にあっては指導に当たる教員（教職員にあっては使用責任者）の責任において 

 行うものとする。 

三 使用に際しては，事前に学生課で鍵を受領し，使用後は整理，清掃，戸締り及び消灯等を行い必ず 

 施錠し，速やかに返還すること。ただし，勤務時間外にあっては警備員に返還すること。 

四 談話コーナー及びホールにあっては，使用前，後の報告を学生課にすること。ただし，勤務時間外 

 にあっては警備員に報告すること。 

（使用の禁止） 

第８条 施設の管理運営に支障を生じさせた者，又は生じさせるおそれのある者に対しては，施設の使用 

 を停止，又は許可しないことがある。 

 （改廃） 

第９条 この細則の改廃は，校長が行う。 

   附 則 

  この細則は，昭和６０年４月１０日から施行し，昭和６０年４月１日から適用する。 

   省 略 

  この細則は，平成１７年３月１４日から施行し，平成１６年４月１日から適用する。 

（出典 岐阜工業高等専門学校規則集） 
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資料７－１－②－７ 

岐阜工業高等専門学校福利施設「伊吹」利用状況 

○ 校内食堂 

  校内食堂は，午前１１時から午後１時まで，学生及び教職員の昼食提供の場として活用している。 

 （１日約１３０食） その他，上記時間以外において各種の会合等にも利用している。 

○ 売店 

  売店は，午前１０時から午後１時まで，学生のための文房具類，パン類などの販売を行っているほ 

 か，複写機を設置し，コピーサービスの提供も行っている。 

○ 休憩スペース 

  休憩スペースとして，椅子，テーブル，テレビ，自動販売機２台を設置し，学生の憩いの場として活 

 用している。また，高専祭の時期には，準備のための作業スペースとして活用している。 

○ 保健室・学生相談室 

  保健室は，看護師１名で２床のベッドと１台の治療台を配置し，学生及び職員の健康管理に当たって 

いる。学生相談室は，カウンセラー（非常勤）２名（水・木曜日各３時間），学生相談員６名及び看護 

師１名を配置し，学生及び教職員の相談に応じている。 

○ 会議室等（多目的室，ミーティングルーム，和室）の使用状況（平成１７年度） 

使 用 目 的 学生の課外活動 健康診断 会議等 合 計 

ミーティングルーム ２９日 １３日 ２０日 ６２日 

多目的室 ２１日 １２日 １１日 ４４日 

和  室 １４日  ２日 １６日 

（出典 学生課資料） 

 

学生寮においては，各寮の各階に談話室を設け，学習スペースの場として提供している（資料７－

１－②－８）。また，寮生からの各種要望については，全寮朝礼（毎週金曜日），寮生役員研修，寮

生役員認証式，意見箱などのさまざまな機会を利用して随時受け入れ，寮務会議等において実現化を

検討するシステムとしている（資料７－１－②－９）。 

資料７－１－②－８ 

学寮の居室配置図 

 
 

（出典 施設係資料） 
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資料７－１－②－９ 

 

 

（出典 学寮資料） 
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（分析結果とその根拠理由）  

自主的学習に供するスペースは，十分に確保されているが，コミュニケーションスペースについて

は，教室近くに配置する必要性がある。 

 

観点７－１－③： 学習支援に関する学生のニーズ（例えば，資格試験や検定試験受講，外国留学

等に関する学習支援等が考えられる。）が適切に把握されているか。 

（観点に係る状況）  

意見箱に関する申し合わせを，資料７－１－③－１に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料７－１－③－１ 

 

（出典 規則集） 
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 この申し合わせに基づき，学習支援に関する学生のニーズを適切に把握するべく努力している。意

見箱に投入された要望・意見と，それに対する回答は，資料７－１－③－２に示すように，学内用

Webページに公開されている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料７－１－③－２ 

 

（つづく）                     （出典 Web ページ学内用抜粋） 
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（承前）                          資料７－１－③－２のつづき 

 

（出典 Web ページ学内用抜粋） 
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資格試験や検定試験受験に関する学生及び保護者のニーズに関しては，学級懇談会，地区別保護

者懇談会における質問要望のまとめ等により適切な把握がなされている。把握例として，資料７－

１－③－３で平成17年度夏季学級懇談会報告書の抜粋を，資料７－１－③－４で平成17年度後期学

級懇談会報告書の抜粋を示す。 

資料７－１－③－３ 

平成17年度夏季学級懇談会報告書より質問・要望事項等について抜粋 

 

（出典 平成 17 年 8 月 24 日教員会議教務関係資料） 

 

 

 

資料７－１－③－４ 

平成 17 年度後期学級懇談会報告書より質問・要望事項等について抜粋 

 

（出典 平成17年11月16日教員会議教務関係資料） 

 

 

本校では，外国人留学生に対する支援組織として国際交流委員会がある。その国際委員会規程を資

料７－１－③－５に示す。 
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資料７－１－③－５ 
 

岐阜工業高等専門学校国際交流委員会規程  
制定 平成 4 年 5 月 20 日 

学校規則第 26 号 
（設置）  
第１条 岐阜工業高等専門学校（以下「本校」という。）に，国際交流委員会（以下「委員会」とい
う。）を置く。  
（審議事項）  
第２条 委員会は，次に掲げる事項を審議する。  
一 国際交流（留学生を含む。以下同じ）に係る基本方針に関すること。  
二 国際交流事業（海外インターシップ事業を含む。）の推進及び広報活動に関すること。  
三 留学生の受入計画・支援事業に関すること。  
四 その他国際交流に関すること。  
（組織）  
第３条 委員会は，次の各号に掲げる者をもって組織する。  
一 寮務主事，教務主事，研究主事及び学生主事  
二 庶務課長及び学生課長  
三 その他寮務主事が指名した者  
（任期）  
第４条 前条第３号の委員の任期は，１年とする。ただし，再任を妨げない。  
２ 前項の委員に欠員が生じた場合の後任者の任期は，前任者の残任期間とする。  
（委員長）  
第５条 委員会に委員長を置き，寮務主事をもって充てる。  
２ 委員長は，委員会を招集し，その議長となる。  
３ 委員長に事故があるときは，あらかじめ委員長が指名した者がその職務を代行する。  
（委員以外の者の出席）  
第６条 委員会が必要と認めたときは，委員会に委員以外の者の出席を求め，説明又は意見を聴くこ

とができる。  
（庶務）  
第７条 委員会の庶務は，庶務課において処理する。  
（雑則）  
第８条 この規程に定めるもののほか，委員会の運営に関し必要な事項は，委員会が別に定める。  
附 則  
この規程は，平成 4 年 4 月 1 日から施行する。  
附 則（平成 15 年学校規則第 12 号）  
この規程は，平成 15 年 5 月 14 日から施行する。  
附 則（平成 16 年学校規則第 24 号）  
１ この規程は，平成 16 年 5 月 12 日から施行する。  
２ この規程の施行後，最初に委嘱される第３条第３号の委員の任期は，第４条第１項本文の規定に

かかわらず，平成 17 年 3 月 31 日までとする。  
３ 岐阜工業高等専門学校留学生委員会規程（平成 9 年 3 月 18 日制定）は，廃止する。  

 
（出典 規則集） 

 

 

その国際交流委員長は，寮務主事が兼務し留学生の生活支援及び学習支援を統括している。
毎年４月に第１回の委員会が開かれ，各委員の役割分担と年度計画を決定する。その会議要旨
を資料７－１－③－６に示す。 
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資料７－１－③－６ 
第１回国際交流委員会議事要旨 

 
日 時：平成 17 年 4 月 25 日（月） ９時１０分から１０時０５分 
場 所：大会議室 
出席者：上原寮務主事（委員長），河村研究主事，高原学生主事 

角舎（寮），和田（専攻科長），乾庶務課長，長津学生課長 
欠席者：稲葉教務主事，田中（D学科長） 
    陪席 遠山庶務係長，花木教務係長，大竹寮務係長 
議事録担当 庶務課（遠山庶務係長） 
 
議題 
１．平成 16 年度外国人留学生関係活動・行事実績について（報告）資料１ 
 委員長から，資料に基づき報告があった。 
 
２．海外インターンシップ派遣について 資料２ 
  和田（専攻科長）から，国際交流・海外インターンシップに伴う調査について，資料に基づき報告が

あった。 
委員長から，平成１７年度海外インターンシップ派遣学生は，３名を選考（２月２３日決定）し内２

名を英国ＴＹＫに派遣することで企業から承諾を得た旨報告があった。ただし労働許可書の取得を得ず
実施することに対して，審議のうえ了承された。 

  和田（専攻科長）から，選考学生のうち１名（本科生）の対応について，資料に基づき説明があり，
トロント大学の短期英語研修に参加させることについて，審議のうえ承認された。 

なお，単なる語学研修にならないよう，企業研修及び工場見学等を盛り込んだ研修となることを条件
とすることで了承された。ただし，自己負担経費が多額となる等について，本人に確認して実施する旨
報告があった。  

委員長から，今後の海外インターンシップ実施について，ＴＹＫ以外の研修先及び語学研修を含んで
実施することについて，今後検討する必要がある旨発言があった。 

 
３．国際交流委員会各種行事担当委員（案）について 資料３ 

委員長から，資料に基づき説明があり，審議のうえ承諾された。なお，トルコ工業教育研修について
は，国際交流委員会の行事として，対応する旨報告があった。 

 
４．校長と留学生との懇談会実施について 資料４ 

委員長から，資料に基づき説明があり，審議のうえ校長と調整して実施することで承認された。なお，
懇談会への参加者は，国際交流委員会構成員とする旨説明があった。 

 
５．平成 18 年度以降の留学生受け入れ方針について 資料５ 
 学生課長から，資料に基づき説明があり，以下のとおり審議のうえ承認された。 

・ 平成１８年度留学生の受入：２名 
委員長から，受入れ学科については，機械，電気情報及び環境都市工学科長に照会し調整して決定

する旨説明があった。なお，国費留学生については，既に決定（２名，電子制御及び建築学科）して
いる。 

・ 平成１９年度留学生の受入：３名（国費留学生２名，マレーシア１名）うち１名女子可 
 

６．平成 17 年度「国費留学生への支援の充実」事業の予算要求について 資料６ 
学生課長から，資料に基づき説明があった。 
委員長から，支援の充実経費について，５月１７日まで提案するよう要請があった。 

 
７．その他 

・外国人留学生交流会実施について 
学生課長から，資料（鈴鹿高専が企画し予算要求したもの）に基づき説明があり，実施に対しての

協力要請があった。 
・マレーシア大使館等からの視察について 

   教務係長から，５月９日（月）の日程について下記のとおり報告があり，詳細については後日通知
する旨説明があった。 

   １２：００から１３：００ マレーシア留学生との面談 
   １３：００から１４：００ 校長及び各主事との懇談 

終了後，岐阜大学 
添付資料 
１．国際交流委員会規程 資料７ 
２．国際交流基金規程 資料８ 
３．国際交流基金事業（海外インターンシップ事業）について 資料９ 
４．平成 17 年度留学生名簿 資料１０ 

－以上－ 
（出典 国際交流委員会議事要旨） 
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さらに，各委員の分担を資料７－１－③－７に示す。 

 

資料７－１－③－７ 

平成 17 年度 国際交流委員会各種行事担当委員（案） 

 

１．各種行事担当 

行事・事業 担当 事務担当 

ａ．高専による特別事業の企画・実施立案担当委員 田中委員（D） 寮務係 

ｂ．家庭寄宿事業の企画・実施立案担当委員 角舎委員（寮） 寮務係 

ｃ．実地見学の企画・実施立案担当委員 田中委員（D） 教務係 

ｄ．各種交流(特に地元企業から要請される事業)の担当委員 寮務主事 教務係 

ｅ．高等学校等から要請される事業の担当委員 学生主事 教務係 

 

２．各種会議などへの参加担当 

ａ．岐阜地域留学生交流推進協議会 寮務主事 学生課長 

ｂ．学生交流研究協議会（中部・近畿地区） 教務主事 学生課長 

ｃ．国費留学生との面会および来校時の対応 教務主事・（   ） 

(次年度国費留学生内定学科) 

学生課長 

 

３．海外インターンシップ事業 

ａ．海外インターンシップ募集 研究主事・専攻科長  教務係 

ｂ．海外インターンシップ選考 研究主事・専攻科長 教務係 

ｃ．海外インターンシップ実施報告 研究主事・専攻科長 教務係 

 

４．「特別配分」事業計画 

○「特別配分」事業計画書作成 寮務主事 教務係・寮務係 

 

(出典 第１回国際交流委員会資料) 
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外国人留学生の支援事業として，毎年１回，国際交流委員会が主催し，留学生と校長との懇談会を

開催している。その実施計画書を資料７－１－③－８に示す。直接留学生から校長に意見や要望が出

され，その場で関係部署から回答される仕組みになっている。 

資料７－１－③－８ 

平成 17 年度 校長と留学生との懇談会実施計画書 

 

 

１ 目 的  外国人留学生が岐阜高専に入学して感じたこと，快適な留学生活を送るため生活上

の問題・精神的な問題を話し合いながら校長， 

      ４主事，３課長，留学生がコミュニケーションを図ることを目的とする。 

 

２ 日 時  平成１７年１０月２９日（土） １５時３０分～１６時３０分 

 

３ 場 所  大会議室 

 

４ 出席者  留学生１２名 

 

       校長，寮務主事（国際交流委員長），教務主事，研究主事， 

学生主事，学生課長，会計課長，庶務課長，寮務係長                 

計２１名 

 

５ 内 容   

①校長が懇談会の趣旨を話す。 

②学校関係者・留学生自己紹介。 

③意見・要望に対し校長・４主事がアドバイスする。 

④その他 

 

６ その他 

      ・会場設営（別紙会場図のとおり）        （寮務係） 

    ・ケーキ及び紅茶を準備する。          （寮務係） 

（出典 寮務掲示板Web） 

 

（分析結果とその根拠理由）  

要望・意見のすべてが実現できるわけではないが，意見箱が学校とのコミュニケーションのチャン

ネルとなる，との認識の広がりが認められ、学生支援に関する学生のニーズ把握が進行している。さ

らに，学級懇談会，地区保護者懇談会においてニーズに把握がなされ，教員会議等において，これら

懇談会報告が周知され全学的な共通理解がなされている。 

 

観点７－１－④： 資格試験や検定試験受講，外国留学のための支援体制が整備され，機能してい
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るか。 

（観点に係る状況）  

 各学科で支援体制を整備し，実績を上げている。実施している支援体制の整備状況及び機能の状況

を資料７－１－④－１に示す。 

資料７－１－④－１ 

「各学科の支援及び機能状況」 

教務会議資料 

資格等の支援体制の整備と機能 

資格試験や検定試験受講，外国留学のための支援体制が整備され，機能している

か。 

一般科（人文） 

TOEIC および工業英検については，校内での実施を行っている。特に TOEICについ 

ては，年１回，授業を休講にして全校一斉 TOEIC-IP テストを実施している。その 

際，第３学年については全員受検とし，他学年の学生については希望者のみであ 

るが，例年 200名以上の学生が受験を希望している。また，その他の国語・外国 

語の検定試験についても，情報を掲示するなどしている。 

外国留学については，各種実施団体からの情報を教室，掲示板等に掲示するほか， 

学生からの留学に関する相談を外国語科で受け付けている。 

一般科（自然） 

実績なし 

機械工学科 

各種資格・検定試験の取得・合格に対しポイント制を導入し，取得ポイントにより，

卒業研究配属の優先権を与えるとともに，高ポイント獲得者の表彰をしている．特

に，機械設計技術者試験（３級）の受験を推進しており，学科内で模擬試験を実施

し，教員による支援をしている． 

電気情報工学科 

学科独自の実践技術ポイントにより，学生の資格取得を推奨している。資格には様々な

ものがあるが，本学科では，特に電気・電子・情報・語学に関するものをピックアップ

して学生に提示している。平成 17年度 5年生では，資格取得等に関する申請が延べ２９

０件以上（一人平均７件以上）あり，十分な効果が出ていると考えられる。また，外国

留学についてはいくつか事例紹介を実施している。 

電子制御工学科 

各種資格試験や検定試験受験のための支援体制（各種資格試験，検定試験の広報・案

内，受験願書の取り寄せ，希望者への配布，過去問題の情報提供，受験相談，受験指導

など）は，整備されており，機能している。 
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環境都市工学科 

国家公務員採用 II種試験について，情報収集，ガイダンス，参考書の紹介，模試，補習

等を４学年から５学年にかけて行なっており，受験実績・合格実績がある．また，国家

公務員 III 種試験についても３年担任が３年生に紹介し，ガイダンス，願書取り寄せな

どの支援を行ない，受験実績，合格実績（一次試験のみ）共にある。公務員試験以外で

は，「施工技術者試験」を５年生担任が学生に紹介し受験を奨励し，受験実績，合格実

績，共にある．「測量士補」，「測量士」，「技術士一次試験」などについては，４年

生担任が中心となり学生に紹介，受験奨励をしている． 

建築学科 

第一学年に入学して１ヶ月後の特活での学内講演で、学科長が取得可能な資格一覧を資料と

して配布し、取得に向けての心構え等を説明している。第三学年からの専門教科目（例え

ば、構造力学Ⅱ、材料力学等）では授業内容に対応する建築士一級問題を解説している。ま

た、学科掲示板には、取得できる資格一覧を掲示するとともに、関連図書を学科資料室でも

保有し学生が閲覧できるようにしている。高専卒業後に二級建築士の受験資格が発生するこ

とより、卒業直後の５月に受験申し込みに対応するため、卒業時には受験用の卒業証明書を

発行するとともに、専攻科進学者には受験するよう指導している。 

 

専攻科 

（１）資格試験 

・２級建築士 

（支援体制）高専建築学科卒業資格で専攻科生が多く受験 

学科の支援体制は不明（詳細はＡ科へ）。 

（機能しているか）毎年数名の学生が合格している（詳細はＡ科へ）。 

  

（２）検定試験 

・TOEIC-IP テスト 

（支援体制）年 5-6回実施し，補習等を英語科が中心となって実施している。 

（機能しているか）専攻科修了時にほぼ 100％，TOEIC スコア 400 以上をクリアしてい

る。 

 中には，専攻科入学以前（スコア 300程度）に比べて倍増（スコア 600以上）する学

生もいた。 

  

（３）外国留学 

・特に支援体制は整備されていない。 

  

（４）その他 

・海外インターンシップ制度 

（支援体制）派遣先の確保，滞在中の指導等は受入先と緊密に連絡を取り実施してい   

る。渡航費用については後援会からの補助がある。 
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（機能しているか）2003,4 年度は米国ピッツバーグ，2005 年度は英国ダーラムに合計 5 

名を 2～4週間派遣している。 

  

・公務員受験対策 

（支援体制）Ｃ科の教員が主体的に国家Ⅱ種，地方公務員 

技術系上級職の公務員ゼミを毎年実施している。 

（機能しているか）他学科（特にＡ科）からの参加者もあり， 

国家公務員Ⅱ種（国土交通省），岐阜県，岐阜市，名古屋港管理組合 

の上級職に合格し，就職している。 

 

（出典 教務会議（平成１７年度第２１回）資料） 
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多くの学生が資格を取得している。資格取得状況を資料７－１－④－２に示す。 

資料７－１－④－２ 

「資格取得状況」 

 

 

不開示情報 

 

 

（出典 教員会議（平成１８年度第１回）資料） 
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学生が取得した資格の一部は単位認定している。その規程を資料７－１－④－３に示す。 

資料７－１－④－３ 

「資格に関する単位認定規程」 
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（出典 学生便覧） 

 

 

毎年，多くの学生の単位を認定している。単位認定の実績を資料７－１－④－４に示す。 
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資料７－１－④－４ 

「資格に関する単位認定例」 

     平成１７年４月    

        

平成１６年度技能審査の合格に係る単位修得の認定 

        

        

合 格 認定 取 得 学
年 

学
科 

氏  名 資  格  名 級等 
年月日 学年 単位数 

   実用英語技能検定 ２級 16.11.19 5 1 

   実用英語技能検定 準２級 16.7.16 3 2 

   実用英語技能検定 準２級 16.7.16 3 2 

   実用英語技能検定 準２級 15.11.21 2 2 

   実用英語技能検定 ２級 16.2.27 2 3 

   実用英語技能検定 準２級 16.7.16 3 2 

   実用英語技能検定 ２級 16.11.19 3 3 

   実用英語技能検定 準２級 16.11.19 2 2 

   実用英語技能検定 ２級 16.11.19 2 3 

   工業英語能力検定 ３級 14.12.17 2 2 

   工業英語能力検定 ３級 16.6.30 4 2 

   工業英語能力検定 ３級 16.6.30 3 2 

     
平成１７年４月   

日 
 

        

平成１６年度特別学習単位修得の認定 

        

        

合 格 認定 取 得 学
年 

学
科 

氏  名 資  格  名 得点 
年月日 学年 単位数 

   ＴＯＥＩＣ 485 16.1.23 1 3 

   ＴＯＥＩＣ 500 17.1.31 2 3 

   ＴＯＥＩＣ 435 17.1.31 2 2 

   ＴＯＥＩＣ 430 17.1.31 2 2 

   ＴＯＥＩＣ 415 17.1.31 3 2 

   ＴＯＥＩＣ 535 17.1.31 3 3 

   ＴＯＥＩＣ 400 17.1.31 3 2 
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   ＴＯＥＩＣ 545 17.1.31 3 1 

   ＴＯＥＩＣ 400 17.1.31 3 2 

   ＴＯＥＩＣ 455 17.1.31 3 2 

   ＴＯＥＩＣ 515 17.1.31 3 3 

   ＴＯＥＩＣ 415 17.1.31 3 2 

   ＴＯＥＩＣ 480 17.1.31 3 3 

   ＴＯＥＩＣ 405 17.1.31 3 2 

   ＴＯＥＩＣ 435 16.7.25 3 2 

   ＴＯＥＩＣ 435 17.1.31 3 2 

   ＴＯＥＩＣ 495 17.1.31 3 3 

   ＴＯＥＩＣ 485 17.1.31 3 3 

   ＴＯＥＩＣ 440 17.1.31 3 2 

   ＴＯＥＩＣ 460 17.1.31 3 2 

   ＴＯＥＩＣ 410 17.1.31 3 2 

   ＴＯＥＩＣ 400 17.1.31 3 2 

   ＴＯＥＩＣ 410 17.1.31 3 2 

   ＴＯＥＩＣ 415 17.1.31 3 2 

   ＴＯＥＩＣ 435 16.1.23 2 2 

   ＴＯＥＩＣ 425 17.1.31 4 2 

   ＴＯＥＩＣ 480 17.1.31 4 3 

   ＴＯＥＩＣ 440 17.1.31 4 2 

   ＴＯＥＩＣ 530 16.1.23 3 3 

   ＴＯＥＩＣ 505 16.1.23 3 3 

   ＴＯＥＩＣ 425 16.1.23 4 2 

   ＴＯＥＩＣ 510 16.11.10 5 1 

   ＴＯＥＩＣ 415 16.11.28 5 2 

   ＴＯＥＩＣ 400 17.1.31 5 2 

 

（出典 教員会議資料） 

 

 

 

 

英語科では2000年より，第3学年でのTOEIC団体受験を継続的に実施しており，成果を上げている。

ＴＯＥＩＣ団体受験の実施計画及び実績を資料７－１－④－５、６にそれぞれ示す。 
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資料７－１－④－５ 

「ＴＯＥＩＣ団体受験実施計画概要」 

 

（出典 教員会議（平成17年度第10回）資料） 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料７－１－④－６ 

「ＴＯＥＩＣ団体受験の結果」 



岐阜工業高等専門学校 基準７ 

－439－ 

 

 

（出典 教員会議（平成17年度第11回）資料） 
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留学に関する申し合わせ、及び留学状況を資料７－１－④－７、８に示す。 

資料７－１－④―７ 

 

（出典 学生便覧） 

 

資料７－１－④－８ 

「学生海外研修状況」 

 

 

（出典 機構調査に関する平成17年度教務決裁文書） 

 

 

（分析結果とその根拠理由）  

多くの学科で資格取得を中心にして支援体制を整備しており，実績を上げて機能している。機械工

学科及び電気情報工学科ではポイント制度を導入して，飛躍的に資格取得者を増やす等の成果を挙げ
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ている。TOEICについては特に力を入れており，英語科教員の献身的な努力と支援体制により，団体

受験四年目から成果が現れ，平成17年度には第3学年全体でのTOEICスコアの平均が366をこえる画期

的な成果を得ることができた。単位認定に関する規程も整備しており，実績を上げ機能している。 

 

 

 

観点７－１－⑤： 特別な学習支援が必要な者（例えば，留学生，編入学生，社会人学生，障害の

ある学生等が考えられる。）がいる場合には，学習支援体制が整備され，機能し

ているか。 

（観点に係る状況）  

留学生には指導教員とチューターをつけている。資料７－１－⑤－１に平成17年度の一覧を示す。 

資料７－１－⑤－１ 

「留学生指導教員・チューター一覧」 

 

不開示情報 

 

（出典 教務会議資料） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

チューターは学期ごとに支援内容を報告している。資料７－１－⑤－２に一例を示す。 
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資料７－１－⑤－２ 

「チューターの報告例」 

 

不開示情報 

 

（出典 チューター報告書から抜粋） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

編入学生には入学前にオリエンテーションを開き（資料７－１－⑤－３），科目ごとに指導計画
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（資料７－１－⑤－４）を説明し実践している。 

資料７－１－⑤－３ 

「オリエンテーション日程」 

 

（出典 編入学生オリエンテーション配布資料） 
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資料７－１－⑤－４ 

「指導計画の一例」 （英語） 
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「指導計画の一例」 （数学）（物理） 
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「指導計画の一例」 （応用数学）（建築 専門科目） 

 
 

 

 

 

 

不開示資料 
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「指導計画の一例」 （建築 専門科目） 
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「指導計画の一例」 （建築 専門科目） 

 
 

（出典 指導計画書から抜粋） 
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入学後も，学力不足を補う補習制度があり，実践している。（資料７－１－⑤－５，６） 

資料７－１－⑤－５ 

「補習制度の規則」 

第４学年編入学生に係る環境システムデザイン工学教育プログラムの 

科目の取扱いに関する申合せ 

平成16年6月30日 

運営会議申合せ 

（目的）  

１ この申合せは，岐阜工業高等専門学校（以下「本校」という。）の第４学年に編入学した学生

が，岐阜工業高等専門学校環境システムデザイン工学教育プログラムの履修及び修了判定に関する

内規（平成15年4月1日制定）に規定する環境システムデザイン工学教育プログラム（以下「本教育

プログラム」という。）の学習・教育目標及び達成度評価項目に該当する科目のうち本校第３学年

までに修得すべき科目に相当する科目（以下「学力水準の達成を要する科目」という。）につい

て，学習・教育目標の達成度の水準（成績評価６以上をいう。以下「本教育プログラム水準」とい

う。）に達成させることを目的として，その指導方法及び手続等について定める。  

２ 学力水準の達成を要する科目は，編入学検査の際提出された調査書及びシラバスに基づき，教務

会議の議を経て校長が決定する。  

（本教育プログラム水準達成の証明）  

３ 学力水準の達成を要する科目のうち，当該科目の学力が本教育プログラム水準に到達したことの

証明は，次の各号に掲げるいずれかの方法によるものとする。  

一当該科目が本校編入学試験科目に該当する場合は，これに合格すること。  

二当該科目と同等の資格試験等に合格すること。  

三当該科目担当教員（教務会議の議を経て校長が指名する教員をいう。）が計画した補習指導によ

る達成度証明の認定を受けること。  

４ 前項第１号及び第２号の規定により学力向上の認定を受けようとする学生は，「入学者選抜検査

又は資格等の取得による達成度証明に関する申請書」（別紙様式１）を校長に提出しなければなら

ない。この学力向上の認定は，教務会議の議を経て校長が行う。  

（補習指導）  

５ 第３項第３号に規定する補習指導を受けようとする学生は，「補習指導申請書」（別紙様式２）

を校長に提出しなければならない。  

６ 補習指導は，事前教育又は導入教育の後に行う本科と同程度の試験等の評価に応じて，次の時間

数以上とする。  

ア評価「６」以上については，補習指導は要しない。  

イ評価「５」については，１単位につき９０分  

ウ評価「４」については，１単位につき１８０分  

エ評価「３」については，１単位につき２７０分  

オ評価「２」については，１単位につき３６０分  

カ評価できなかったものについては，１単位につき７２０分  

（補習指導の達成度評価）  
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７ 前項により実施した補習指導の評価は，本科と同程度の試験及び提出物等により行うものとす

る。  

８ 補習指導の評価結果により本教育プログラム水準が達成されたと認められる場合は，当該科目担

当教員は，「環境システムデザイン工学教育プログラム達成度評価証明書」（別紙様式３）を第５

学年の指定する日までに校長に提出しなければならない。  

（補習指導の記録の保存）  

９ この申合せによる補習指導と達成度評価の妥当性については，点検評価・フォローアップ委員会

学習評価フォローアップワーキンググループ委員による点検を受けるものとし，  

 

当該科目担当教員は，「環境システムデザイン工学教育プログラム達成度評価補習報告書」（別紙

様式４）を作成し，達成度評価を行った試験結果，提出物並びに事前指導の方法及び日程等の記録

とともに７年間保存しなければならない。  

（本教育プログラム前期課程修了認定における取扱い）  

１０ この申合せによる方法により本教育プログラム水準が証明された科目については，当該学生に

対し，「学力向上認定証」（別紙様式５）を交付する。ただし，単位認定は行わない。  

１１ この申合せによる方法による本教育プログラム水準が証明されなかった場合は，当該学生に対

し，本教育プログラム前期課程修了認定は行わない。付記  

１ この申合せは，平成16年6月30日から実施し，平成15年4月1日から適用する。  

２ この申合せ実施前に行われた平成１５年度に編入学した学生に係る学力向上に関する補習指導

は，この申合せに基づいて行われたものとみなす。  

３ 編入生の学力認定の手続きについて（平成15年1月14日教務主事裁定）は，廃止する。  

（出典 運営会議資料） 

 

資料７－１－⑤－６ 

「補習報告書の一例」 

別紙様式３（第８項関係）  

平成  年  月  日  

岐阜工業高等専門学校長殿  

環境システムデザイン工学教育プログラム達成度評価証明書 

担当教員  

氏名印  

下記のように補習指導を行った結果，「環境システムデザイン工学教育プログラム」の定める水準

（成績評価６）以上に達したことを証します。  

記 

学生名（学籍番号）  

科目名  

・科目開講学科： 学科  

・開講学年： 第学年  

・達成度改善の方法： 補習  
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・成績評価：補習前  

補習後  

実施期間平成  年  月  日～ 平成  年  月  日  

（出典 補習報告書から抜粋） 

 

 

（分析結果とその根拠理由）  

 留学生に対する支援体制として指導教員・チューター制度があり，適切に実施し報告している。 

 編入学生に対する支援体制として，入学前の事前指導の制度があり，適切に実施しその具体的な内

容を報告書に記載し，機能している。入学後は学力不足を補う補習制度があり，能力が補われている

ことを報告しており，十分に機能している。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

観点７－１－⑥： 学生のクラブ活動や学生会等の課外活動に対する支援体制が整備され，機能

しているか。 

（観点に係る状況）  

学生の課外活動（クラブ活動（部活動）・学生会活動）に対する支援の基本を資料７－１－⑥－

１のように確認している。 

資料７－１－⑥－１ 

学生の課外活動に対する支援方針 

 

課外活動指導（顧問）教員は，構内（学内）での活動では，その活動に付き添う。または，それ

と同等の指導体制（迅速な対応が可能な連絡体制）をとって指導する。構外（学外）での活動で

は，その活動に付き添う。 

（出典 H16年度第20回学生会議報告051221） 

 

 

 

課外活動支援活動の実際を資料７－１－⑥－２に示す。これは教員による平成１７年度の休日

課外活動支援および平日学外課外活動支援の日数を示すとともに，合宿所宿直指導の泊数を示す。 

 

資料７－１－⑥－２ 
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注）上段の平日学外課外活動支援の日数は のべ９０２日， 

下段の合宿所宿直指導の泊数は のべ１１３泊 

（出典 学生主事室所蔵資料） 
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資料７－１－⑥－３に示すように，各クラブ・同国会には複数の顧問教員を，きめ細かな指導の

ため、それぞれのクラブ・同好会の活動日数に応じて適切な人数を配置するよう努めている。 

 

資料７－１－⑥－３ 

 
（出典 平成１８年４月５日教員会議資料） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

さらに，支援に必要な項目は，Webページに資料７－１－⑥－４のように示されている。 



岐阜工業高等専門学校 基準７ 

－454－ 

 

資料７－１－⑥－４ 

クラブ活動 H17-H16   

     

緊急時の病院 病院地図    

こども総合保険・国立高専団体学生総合補償プラン 

 

クラブ指導書類→旅行命令簿（人事係 H160601 変更・新様式）pdf doc 

        ↓       クラブ指導届（報告書）pdf doc                                             

     教育後援会費支出請求票兼支出決議書 pdf doc  週休日振替簿 pdf doc 

 
そのほかの書類いろいろ→電子事務書類 BOX 
 
学生諸君が提出書類する様式→部・同好会月間行事予定 xls←Ｍ科加藤先生 
   ↓ 
 時間外使用届 pdfdoc または→ここ・緊急連絡網など 破損届 pdf doc  
合宿許許可など pdf doc 

 
 集会行事許可願 pdf doc 施設設備使用許可願 pdf doc 対外試合許可願 pdf doc 
 学生会費・クラブ活動援助金口座届 pdf doc  
 
クラブ会計担当が会計局長に提出する書類の様式（１１月頃に提出） 

  学生会クラブ活動援助金精算書 pdf doc 

 立替払い請求書（クラブ活動援助金試合参加費 と その他の立替払いも）pdf 

クラブ登録用紙 H17doc←紙で提出用→pdf  

クラブ登録シート H17xls←ホームページ用 

学生会クラブ活動援助金物品購入書 pdf doc 

    

                （出典 学生主事 Web ページ学内用） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 学生は「課外活動の手引き」（資料７－１－⑥－５）をもとにして，毎年度４月の「サークル活動

リーダー研修会」（学生主事担当）にて、クラブ運営、課外活動のあり方を学習する。 

資料７－１－⑥－５ 

 

「課外活動の手引き」 
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（出典 課外活動の手引き 抜粋） 

 

 

(承前)                          資料７－１－⑥－５のつづき 
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（つづく）                    （出典 課外活動の手引き 抜粋） 
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(承前)                          資料７－１－⑥－５のつづき 

 

（つづく）                       （出典 課外活動の手引き 抜粋） 

 



岐阜工業高等専門学校 基準７ 

－458－ 

 

(承前)                          資料７－１－⑥－５のつづき 

 

（出典 課外活動の手引き 抜粋） 
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課外活動に関する組織図を，資料７－１－⑥－６に示す。学生会による自主的な活動を目指し， 

 教員がこれを支援するよう努力している。 

資料７－１－⑥－６ 

 

（出典 平成１７年度学生便覧） 

 

 

 

 

顧問会議の内容例として，資料７－１－⑥－７を示す。 

資料７－１－⑥－７ 

平成１７年４月１３日（水） 
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平成１７年度 第１回クラブ顧問連絡会議 

  議題 

        （１）平成１７年度クラブ・同好会顧問 ---> 別紙１ 

        （２）平成１６年度教育後援会決算 ---> 別紙２ 

平成１７年度教育後援会予算 ---> 別紙３ 

    （３）クラブ指導にかかわる提出書類  

       ＊部・同好会月間行事予定表 

        クラブ指導届・クラブ指導実施報告書 

旅行命令／依頼簿  教育後援会費請求兼受入／支出決議書 

＊週休日振替簿（特殊業務手当） 

（４）コーチ謝金  

（５）平成１７年度地区／全国体育大会 

        （６）サークル活動研修会 

        ４月１６日（土）１０時  多目的ホール 

             部長，マネージャーの出席義務 

        担当 学生主事「課外活動の手引き」を使って勉強会 

    （７）クラブ登録用紙の提出とクラブ員名簿を学内専用ＨＰへ（４月中に） 

         ～2004.htm が あるフォルダに ～2005.htm を入れる 

       参考 http://www.cc.gifu-nct.ac.jp/gakunaiyou/club-meibo/index.htm 

http://www.cc.gifu-nct.ac.jp/gakunaiyou/club-meibo/index2004.htm 

（８）学生会クラブ活動援助金  クラブの口座を学生係へ知らせる 

                サークル活動研修会で指示 

        （９）５月連休中の合宿について ／ 調整をこの会議後に 

       （１０）その他 

     

（出典 平成１７年度 第１回クラブ顧問連絡会議） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 課外活動（主にクラブ活動（部活動））のための運営金の収支決算書を資料７－１－⑥－８，資料

７－１－⑥－９，および資料７－１－⑥－10に示す。 
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資料７－１－⑥－８ 

 

（出典 平成１７年４月１３日クラブ顧問連絡会議資料） 
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資料７－１－⑥－９ 

平成１６年度学生会決算 

 

不開示資料 

 

（出典 平成１７年２月学生会評議会資料） 
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資料７－１－⑥－１０ 

平成１６年度岐阜工業高等専門学校教育後援会決算報告書 

 

不開示資料 

 

（出典 平成 17 年 4 月 5 日 教育後援会総会資料） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

課外活動への教員の支援活動は多岐にわたっている。課外活動を活性化しようとする顧問教員の努
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力の例として資料７－１－⑥－11および資料７－１－⑥－12を示す。 

資料７－１－⑥－１１ 

 

 （出典 平成17年7月23日付朝日新聞） 

 

 

 

資料７－１－⑥－１２ 

同好会の会員を待つ「『苗』と『花壇』」        （緑華同好会顧問教員による） 

 

   
（出典 学生主事 Web ページ学内用 巡回記録 平成１７年１０月７日・朝） 
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また，高専祭支援のために，学生会議は資料７－１－⑥－13に示す支援体制をとっている。 

資料７－１－⑥－１３ 

平成１７年度 第４０回高専祭 巡回当番表 

１０月１８日（火）夜 久保田  

１０月１９日（水）夜 麻草  

１０月２０日（木）夜 青木  

１０月２１日（金）夜 奥村  

１０月２２日（土）夜 奥川  

１０月２３日（日）夜 高原  

１０月２４日（月）夜 冨田  

１０月２５日（火）夜 奥川  

１０月２６日（水）夜 久保田  

１０月２７日（木）夜 麻草・遠藤  

１０月２８日（金）昼 主事・委員全員 物品移動 

夜 奥村・冨田  

１０月２９日（土）昼 主事・委員全員 終日公開 

夜 青木・奥川  

１０月３０日（日）昼 主事・委員全員 終日公開 

夜 遠藤・奥村・高原  

１０月３１日（月）昼 主事・委員全員 後片付け 

夜 主事・委員全員  

 

１０月２８日（金）物品移動  ９：００ 学生主事室集合 打ち合わせ委員担当場所へ随時巡回 

１０月２９日（土）終日公開 ９：００ 学生主事室集合 打ち合わせ委員担当場所へ随時巡回 

１０月３０日（日）終日公開 ９：３０ 学生主事室集合 打ち合わせ委員担当場所へ随時巡回 

１０月３１日（月）後片付け ９：３０ 学生主事室集合 打ち合わせ委員担当場所へ随時巡回 

１２：３０ 学生主事室集合 打ち合わせ 担当場所へ巡回，物品のチェック 

１７：００ 学生主事室集合 

学生会議委員・高専祭催物責任分担 

統括 奥川 

フリーマーケット  奥村・冨田 

第１体育館，剣道場  遠藤 

屋外バザー，その他の屋外催し物  青木 

専門展，安藤記念館  麻草 

図書館，第二凌雲荘，その他の屋内催物  冨田 

駐車指導 久保田・青木・麻草 

（出典 学生主事Webページ学内用） 
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施設面での支援としてクラブ活動のためには部室棟が、高専祭には実行委員会室が設置されている。

サークル関係施設の配置を資料７－１－⑥－14に、詳細の一部を資料７－１－⑥－15，16に示す。 

資料７－１－⑥－１４ 

  

 

 

注）屋内運動場、体育器具庫等は部室として使用 

 

                           （出典 学生係所蔵資料） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



岐阜工業高等専門学校 基準７ 

－467－ 

 

 

資料７－１－⑥－１５ 

 

 

    注）上記施設では、ロボット研究会、エコラン部が部室として使用 

（出典 学生係所蔵資料） 
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資料７－１－⑥－１６ 

 

注）６つの部室として使用 

（出典 学生係所蔵 資料） 
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（分析結果とその根拠理由） 

教員による休日の課外活動支援日数・平日の学外課外活動支援日数，および合宿所宿直数が示す

ように，また部室等の整備状況が示すように，加えて教育後援会決算並びに学生会決算から判断

するに，課外活動支援体制はほぼ十分に整備されている。課外活動を通じ学生と教員の理解・協

力関係が育まれ，支援体制が機能している。 

 

 

観点７－２－①： 学生の生活や経済面に係わる指導・相談・助言を行う体制が整備され，機能し

ているか。 

（観点に係る状況）  

学生の心のケアを司る組織が学生相談室で、看護師及び相談員による学生のカウンセリング体制

が構築されている（資料７－２－①－１）。学生相談者の増加及び教職員のメンタルヘルスの充

実の必要性から、当時の看護師によりカウンセラーの複数制導入の嘆願が提出され（資料７－２

－①－２）、平成 17 年度からは２名のカウンセラー体制となっている。学生相談室ホームページ

（資料７－２－①－３）にあるように、カウンセラー、看護師及び相談員の紹介及び、その配置

時間及び相談室の設置場所を記載し学生へ呼びかけている。また、学生相談状況は、運営会議に

適宜報告され（資料７－２－①－４、抜粋）、問題を未然に防ぐべく、学級担任と一体化したき

め細かい配慮がされている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料７－２－①－１ 
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（出典 規則集） 

 

 

 

資料７－２－①－２ 

平成 16 年９月 

カウンセラー増員に関する嘆願   （一部省略）               

看護師 小林 幸子  

以下の点よりカウンセラーの増員を希望 
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現在、毎週月曜日の午後、非常勤カウンセラーによるカウンセリングが実施されている。今年度に

なり、カウンセリングを必要とするケースが増えてきており… 

… 中略 … 

毎週固定された曜日、時間でしかカウンセラーが来校できないことから、曜日、時間に都合がつか

ない学生（職員）は面談しにくい状況となる。 

… 中略 … 

多様化する学生に対し、教員も学生に対する対応に大きくとまどいが生じている。保護者からの相

談に対しても、速やかにカウンセラーと連携して学生の対応に繋がるように体制を整えておくべき

である。現在は、その様な場合、保健室で対応しカウンセラーとの面談を促している状況である。

保健室で適切な対応ができるとはいえない。 

カウンセラーとの相性の問題。学生の場合特に、カウンセラーに対し何となく合わないと感じ（年

齢、性別がストレスの原因となっている人物と同じである場合など）、カウンセラーが一人の場

合、カウンセリングの継続ができなくなるケースもある。 

… 中略 … 

カウンセリングを必要とする職員のケースも出てきており、職員のメンタルヘルスの充実も必要で

ある。 … 職場内での利害関係を持たない外部のカウンセラーが対応出来る体制にするべきであ

る。 

（出典 学生相談室Webページ） 

 

 

資料７－２－①－３ 

カウンセラー、看護師及び相談員の紹介  
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学生相談室の配置図 

 
（出典 学生相談室 Web ページ） 
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資料７－２－①－４ 

平成 17 年 12 月７日  

学生相談室 活動報告 

１）相談件数 下記集計資料参照（代表的に 12 月分を示し、また、月変動を図に示した） 

 延べ人数 ４～10 月総計 202 案件（同一人物のリピート回数含む）、女子やや多い。 

 職員相談員への相談 184 案件（立ち話程度の数分間の相談も含む） 

 カウンセラー対応   18 案件（注：一回が１時間以上） 

 学年別 

 １学年 20 件、２学年 ５件、３学年 ５件、４年 89 件、５年 16 件 

２）担任への働きかけ 

 前期期末後に、全学生の欠課時数チェックの上、欠課時数 40 を超える学生を持つ担任への 

働きかけを実施した。 

（前期中間試験後には、欠課 20 時間を超える学生を対象に、１～３年の担任に働きかけた）    

３）各種会合への参加 

・ 東海北陸メンタルヘルス研究協議会（9/29～30）津市にて、相談室長と看護師参加 

・ 全国学生相談研修会（12/4～6） 相談室長参加予定 

・ 第２回全国国立高専メンタルヘルス研究会（1/30～31） 相談室長と看護師参加予定 

４）相談室利用状況の一覧表 

 

      …………………… 以下 抽出、加工資料 …………………… 

 

平成 17 年度４月からの相談室利用状況の一覧表が示されたが、煩雑さを防ぐため 12 月の 

分を代表して示す。また、その全容が分かるように、利用状況を実人数と延べ人数に分け 

て月別の状況を図に示す。 

平成１７年度 １２月の相談室利用状況  
    実人数 延べ人数 
    カウンセラー 学生相談員 カウンセラー 学生相談員 

領 域 
  

男
子 

女
子 

保
護
者 

教
職
員 

男
子 

女
子 

保
護
者 

教
職
員 

男
子 

女
子 

保
護
者 

教
職
員 

男
子 

女
子 

保
護
者 

教
職
員 

対人関係 1 0 0 0 2 3 0 0 1 0 0 0 2 8 0 0 
家族関係 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
精神・健康 1 3 0 0 1 6 0 0 1 8 0 0 1 28 0 0 

心理・ 
適応相談 

その他 
(無気力・不登校） 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

進路関係 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 
修学関係 0 0 0 0 2 3 0 0 0 0 0 0 2 3 0 0 教育相談 
その他 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 
経済的問題 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
セクハラ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 その他 
その他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

小   計 2 3 0 0 7 13 0 0 2 8 0 0 7 40 0 0 
合   計 5 20 10 47 
総   計 25 57 

 
内訳にある保護者・教官の人数は、学生の問題についてカウンセラーに相談、指導を受けるなどの内容で利用した人
数  
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35 7 9 11 14 6 8 10 12 2

60
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利用者数

月

実人数

延べ人数

 

 

平成１７年度 月別利用状況 

 

 

 

（出典 平成１７年１２月７日運営会議資料） 
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 各種奨学金の募集に関しては，メール等で学生係から学級担任へ連絡が行き，学生に周知徹底さ

れる。資料７－２－①－５及び資料７－２－①－６は奨学生数等を示す。 

資料７－２－①－５ 

 

（出典 平成16年度学生指導報告書） 

 



岐阜工業高等専門学校 基準７ 

－476－ 

資料７－２－①－６ 

 

（出典 平成16年度学生指導報告書） 
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 日本学生支援機構奨学生推薦は，資料７－２－①－７に示す内規に基づいて行われる。 

資料７－２－①－７ 

 

 

（出典 規則集） 

 

 

授業料免除説明会は，前後期各１回，実施されている。資料７－２－①－８が授業料免除学生数等

を，資料７－２－①－９が授業料免除に関する選考基準を示す。 
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資料７－２－①－８ 

 
（出典 平成１６年度学生指導報告書） 
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資料７－２－①－９ 

 

（つづく）                              （出典 規則集） 
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資料７－２－①－９のつづき 

 

（出典 規則集） 
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生活指導内容の例として，学生会が行っている清掃点検評価がある。優秀クラスを半年ごとに学

生会長表彰している。点検評価基準、及びその点検結果を資料７－２－①－10、11に示す。 

 

資料７－２－①－１０ 

 

 
 

（出典 学生会 Web ページ） 
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資料７－２－①－１１ 

 

 

（出典 学生会 Web ページ） 
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さらに，第１または第２学年で薬物使用防止に関する講演と性教育関係の講演を実施している。

これらの方針を記述した中期計画の一部を資料７－２－①－12に示す。 

資料７－２－①－１２ 

 

 
（出典 中期計画） 

 

 

 これが特別活動計画に組み入れられ，実行されている。資料７－２－①－13に特別活動計画表の

該当箇所を抜粋して示す。 

資料７－２－①－１３ 

 

 

 

 
 

（出典 教務掲示板Webページ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

保護者には手紙を長期休業前に送付し，学生支援の保護者教員間連携をめざしている。資料７－

２－①－14がその抜粋である。 
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資料７－２－①－１４ 

 

） 
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（承前）                        資料７－２－①－１４のつづき 

 

 

（出典 学生主事資料） 

 

 

 

 

 

（分析結果とその根拠理由）  

学級担任が学生の生活の全領域に対して指導・助言を行い，全人的な対応に努め，学生も学級担任

を信頼し，助言を求める，というシンプルで強力な指導体制が整備されている。学生主事の指導内容

は，学生に語りかける巡回中心である。学生の反応（表情・挨拶）から判断するに，若干の効果が上

がっているようではあるが，さらなる工夫が望まれる。学生相談室の相談受け入れ体制はかなり整備

されている。学生が気楽に相談室に立ち寄れる雰囲気をさらに醸成していき，この体制をよりよく機

能させる必要がある。学生の経済面に係る指導・相談・助言を行う体制は，学級担任及び学生係によ

って整備され，かつ機能している。 
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観点７－２－②： 特別な支援が必要な者（例えば，留学生，障害のある学生等が考えられる。）

がいる場合には，生活面での支援が適切に行われているか。 

（観点に係る状況）  

１号館１階に障害者用便所が設置されている。バリアーフリー・スロープが，図書館入り口，３

号館と電子制御工学科等間の渡り通路等に存在する。これらを資料７－２－②－１で示す。 

 

 

資料７－２－②－１ 

バリアーフリー・スロープ 

 

     
（出典 学生主事 Web ページ） 

 

 

 

留学生には指導教員とチューターが配置され，学習・生活一般に関して，支援がなされている。留

学生対応室が１号館２階に設置されており，留学生の学習と憩いの場となっている。留学生指導教員

の配置を資料７－２－②－２に示す。 
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資料７－２－②－２ 

 

不開示資料 

 

（出典 平成１７年４月４日学級担任会議資料） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 留学生支援として，留学生と日本人チューター学生及び支援教職員との三者交流事業が実施され

た。その実施要項を資料７－２－②－３に示す。 
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資料７－２－②－３ 

留学生と日本人チューター学生及び支援教職員との 
三者交流事業実施要項 

１ 目  的 

   現在１５名の留学生が在籍しているが，同じ出身国の留学生同士がグループを作り，異国の

留学生との交流や多くの日本人との交流を避ける傾向が見受けられるようになった。この状況

を改善するために，本校に在籍する全留学生とそれぞれの日本人チューター学生及び支援教職

員の三者で，研修旅行を通して国境を越えた相互理解と日本人としての共通理解及び親睦を深

めることを目的とする。 

 

２ 研修概要 

   名古屋港水族館・名古屋海洋博物館や開港間もない『中部国際空港』など，世界規模のイベ

ントや世界に誇る日本の代表的な最新施設を見学し日本に対する留学生の更なる見聞を深めさ

せることを通して三者の交流を図る。 

 

３ 開催期日 

   平成１７年１１月１９日（土） 

 

４ 参加対象者 

   外国人留学生１５名，日本人チューター学生１５名（第５学年の留学生の日本人チューター

学生に関しては，昨年度の日本人チューター学生とする。） 

  留学生支援教職員５名（国際交流委員会等） 計３５名 

 

５ 行  程 
  

日  時 行    程 

平成 17 年 11 月 19 日  

８：３０ 本校出発 

１０：３０ 名古屋港水族館 

     ～   

１１：３０ 名古屋港水族館出発 

１１：５０ イタリア村にて昼食（バイキング） 

１３：３０ イタリア村出発 

１４：１０ 中部国際空港到着 

     ～    見学 

１５：３０ 中部国際空港出発 

１８：００ 本校到着・解散 
 

（出典 寮務掲示板 Web） 
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（分析結果とその根拠理由）  

 バリアーフリースロープ等，障害のある学生の支援に必要な施設面での適切な配慮がなされている。

留学生に対しては，指導教官・チューターによる支援体制があり，三者交流事業等，留学生を支援す

る行事も実施されている。 

 

観点７－２－③： 学生寮が整備されている場合には，学生の生活及び勉学の場として有効に機能

しているか。 
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（観点に係る状況） 

全学生数の約30％の学生が、資料７－２－③－１に示す学寮で生活している。その概況を資料

７－２－③－２に示す。希望が多いため、通学の所要時間が１時間半を入寮基準としている。 

資料７－２－③－１ 
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（出典 入寮のしおり） 

 

 

資料７－２－③－２ 

寮棟別入寮者数（平成１８年４月５日現在) 

寮  名 Ａ Ｂ Ｃ 留学生 Ｄ １女 ２女 合 計 

学年＼収容定員 92 48 44 12 84 40 12 333 

１ 年 53         17   70 

２ 年 19 44 1     15   79 

３ 年 10 2 37 2   7 3 61 

４ 年     5 5 42   6 58 

５ 年       1 42   2 45 

専攻科１年     0         0 

専攻科２年     1         1 

計 82 46 44 8 84 39 11 314 

 

（出典 寮務掲示板 Web） 
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寮の個人負担経費の概要、及び寄宿舎規程の一部を資料７－２－③－３、４に示す。 

資料７－２－③－３ 

 

（出典 入寮のしおり） 
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資料７－２－③－４ 

 

（出典 入寮のしおり） 
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主に寮生指導を行う教員として，各専門５学科から１名ずつと一般科目から２名の計７名の寮務会議

委員と寮務主事で主に担当する寮を分担して寮生の指導に当たっている（資料７－２－③－５）。 

資料７－２－③－５ 

 

（出典 規則集） 

 

 



岐阜工業高等専門学校 基準７ 

－495－ 

 

職務として，各担当寮の寮生指導はもちろんのこと，平日の午前と午後の２回，寮内見回りや毎週 

月曜日の輪番制による宿直，寮生会行事の指導などに当たっている（資料７－２－③－６）。 

資料７－２－③－６ 

各寮担当者 

Ａ 寮 清水（人），深尾（自） 

Ｂ寮・留学生 森（Ｄ） 

Ｃ寮 奥村（Ｃ） 

Ｄ 寮 山村（Ｍ） 

第１・第２女子寮 角舎（Ａ），西田（Ｅ） 

 

見回り当番の決定 

 月 火 水 木 金 

朝 8:50～9:20 畑中 深尾 岩瀬 伊藤 上原 

昼 12:50～

13:20 
中谷 角舎 上原 山田 上原 

宿 直 寮務委員   寮務主事  

 

（出典 第１回寮務会議議事録） 

 

 

 

 

また，３名が寮務事務を担当している。寮生の帰省願いや病気の寮生への対応など，寮生活に関す

るあらゆるサービスを提供している。さらに本校では寮父１名を低学年寮に配置し，寮関係者が宿直

しない週３日を対象に、主に１年生の相談相手となっている。（資料７－２－③－７）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料７－２－③－７ 
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（出典 運営会議資料） 

 

 

本校常勤教職員による当直業務は，原則全教員（資料７－２－③－８）と全事務員（資料７－２－③
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－９）の各１名ずつ計２名の体制で、教員は主に寮生指導を，事務員は寮棟管理を行っている。 

教員の宿直例                          資料７－２－③－８ 

上段＝日直
4　月 下段＝宿直
日 月 火 水 木 金 土

1

2 3 4 5 6 7 8
開　寮 上　原
上　原 清水（晃） 深　尾　 山　村

9 10 11 12 13 14 15
西　田 稲葉（金）

森 奥　村 伊　藤 石　丸 上　原 角　舎 清水（晃）
16 17 18 19 20 21 22

井　上 岡　田
岩　瀬 深　尾 臼　井 遠藤（登） 上　原 大　野 小　川

23 24 25 26 27 28 29
奥　川 木　下
小　栗 山　村 片　峯 加　藤 上　原 亀　山 北　川

30
久　世
久　綱  

（出典 寮務掲示板Web） 

 

事務員の宿直例                           資料７－２－③－９ 

上段＝日直

４月 下段＝宿直
日 月 火 水 木 金 土

5 6 7 8
開寮 蒲　美登子

山田　孝幸 水野　元裕 伊藤　佳紀 佐藤　健治
9 10 11 12 13 14 15

織田　憂子 國枝　和代
奥村　政充 遠山　基 田村　英明 壁谷　直純 佐藤　昌彦 後藤　康之 若園　伸一

16 17 18 19 20 21 22
都竹　典子 堤　久美子
阿良　誠 加藤　真二 青木　考一郎 松原　芳夫 伊藤　健治 松永　孝司 奥田　浩幸

23 24 25 26 27 28 29
後藤　真紗子 鬼頭　彩
高橋　克彦 加藤　寛 八代　芳樹 神谷　明宏 坂部　和義 伊藤　佳紀 山田　孝幸

30
内藤　春美
水野　元裕  

（出典 人事係掲示板Web） 

 

このうち，毎週月曜日の宿直は寮務委員が交代で行い、通常毎週木曜日は寮務主事が宿直してい

る。この体制は本校の特色であるといえる。また，寮務委員と寮務主事で，毎日朝と昼の２回全
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寮内を見回り，具合の悪い学生の把握や寝過ごした学生の指導などを手厚く行っている。 

寮での日課（資料７－２－③－10）が決まっており，毎日の当直教員が適宜見回り指導してい

る（資料７－２－③－11）。 

 

資料７－２－③－10 

日課  A 寮 B 寮・留学生寮 C 寮 D 寮・専攻科 第 1 女子寮 第 2 女子寮 

点呼 朝礼時 7:40 ●8:00 までに終えること 7:00 

朝礼 毎朝 7:40  7:00 

全寮朝礼  金曜日 8:00 

朝食 7:00～8:30 

登校 8:45 

昼食 12:10～12:50 

夕食 17:00～19:00 

入浴 17:00～22:00 

自習 19:30～21:00 19:30～21:00 静粛 

休憩 21:00～21:30 21:00～21:30 

自習 21:30～22:30 

静粛 

21:30～22:30 

 

点呼 22:30 22:00 22:30 

掃除 月曜日･木曜日 

 22:30 

日曜日は洗濯場 

月曜日･木曜日 22:30，B 寮は火曜日･木曜

日･日曜日 22:30 風呂掃除 

毎日朝礼後 

自動消灯 0:10(共通) 0:35(共通) 留学生寮は自主自主 0:00(共通) 自主 

 

 

 

（出典 入寮の手引き） 
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資料７－２－③－11 

学生寮当直日誌 

 

 

不開示資料 

 

 

（出典 教員当直日誌） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

勉学の場としては自室であるが、平日は３年生以下の寮では夜間自動消灯となるので,深夜に及ぶ

学修には自動消灯にならない談話室が利用されている。 

 

（分析結果とその根拠理由）  

 教育寮としての教職員の組織運営及び上級寮生による下級寮生への指導，寮父による主に１年
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生への特別な配慮，さらに寮生会による自主的な活動など，全てが本校学生寮の根幹を成してい

る。これらにより本校学生寮は，生活の場及び勉学の場のみならず，人格形成の場としても有効

に機能しており，優れた配慮がなされていると認められる。 

 

 

観点７－２－④： 就職や進学などの進路指導を行う体制が整備され，機能しているか。 

（観点に係る状況）  

進路指導は，学級担任が中心となって，これを行っている。就職支援を効率よく進めるために，打

ち合わせ会議が開かれている。資料７－２－④－１及び資料７－２－④－２に，その内容を示す。 

資料７－２－④－１ 
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（出典 平成１７年１月２６日就職担当者打合会議資料） 

 

 

資料７－２－④－２ 
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（出典 平成１７年１月２６日就職担当者打合会議資料） 

 

 

 

 また，学生の意識向上をめざして，第４学年を対象に，就職講演会が開催される。これは第４学年
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学級担任によって企画される。この内容を資料７－２－④－３に示す。 

資料７－２－④－３ 

就職講演会 

 

不開示資料 

 

（出典 学生主事室所蔵資料） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 専攻科進学・大学編入学及び大学院入学希望者ガイダンスは，資料７－２－④－４に示す要領で実
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施される。学生課前には進路コーナーが整備され，学生はこれを利用し，質問があれば，学生課に相

談することも可能である。同コーナーを資料７－２－④－５に示す。 

 

資料７－２－④－４ 

 

 

（出典 平成１７年１２月１４日教員会議資料） 

 

 

  

 資料７－２－④－５ 

        

 

 

(出典 学生主事 Web ページ学内用) 

 

 

保護者に対する説明としては，第４学年までの学級における保護者懇談会，地区保護者懇談会で，

進路・学生指導に関する話題がとりあげられる。さらに，第５学年の開始時に，資料７－２－④－６

に示す学級懇談会が開催される。 

 

 

 

資料７－２－④－６ 



岐阜工業高等専門学校 基準７ 

－505－ 

 

 (出典 平成１８年１月１８日学級担任会資料) 

 

 

 

 

 就職対策費を資料７－２－④－７に示す。 
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資料７－２－④－７ 

（抜粋） 

 

 

（出典 平成１７年度教育後援会総会資料） 

 

 

（分析結果とその根拠理由）  

就職や進学などの進路指導を行う体制は，生活指導面での指導体制と同様，学級担任中心の体制

である。これはシンプルで強力な指導体制であり，前掲資料１－２－②－３「平成１６年度卒業者

・修了者の就職・大学編入学等進路状況」，および，資料６－１－③－１「平成１７年度卒業生・

修了生の業種別就職・編入学進路状況」に示すように，十分に機能している。 

 

（２）優れた点及び改善を要する点 

 （優れた点） 

  「学生等からの要望及び意見等を汲み上げる意見箱の設置に関する申合せ」（資料７－１ 

 －③）を定め「意見箱」を設置し、本校学生、学生の保護者及び教職員からの要望や意見を 

 学生支援のための施策に反映させるため、ニーズの把握に努めている。 

  また、地元企業及び本校教育後援会の協力のもと、海外インターンシップ事業を平成１５ 

 年度から実施しており、毎年、２・３名の学生を実践的技術体験を通じて国際的に通用する 

 コミュニケーション能力を備えた技術者育成のため派遣している。 

 （改善を要する点） 

  現在、本校には全学生の約３割、３００人余の学生が寄宿舎に入居している。本校の寄宿 

 舎は老朽化が著しく、特にＡ寮は本校設立当初の昭和３９年３月に竣工した建物である。 

 そこに第１学年男子学生５３名と指導寮生の第２・３学年２９名が４名ずつカーテンで仕切 

 られただけの大部屋で生活している等、生活環境の整備が遅れている。このため、寄宿舎の 

 改修等が課題となっている。 

 

（３）基準７の自己評価の概要 

 特別活動や選択科目受講のガイダンス等を整備し，毎年必ず実施している。オフィスアワーにより，

相談・助言体制を整えており，報告書にあるように多数の利用があり，機能している。 

以上のように，学習を進める上でのガイダンスを整備し，適切に実施している。また，学生の自主的

学習を進める上での相談・助言を行う体制も整備し，機能している。 

 留学生に対する支援体制として指導教員・チューター制度があり，適切に実施していることが報告

されている。 

 編入学生に対する支援体制として，入学前の事前指導の制度があり，報告書にその具体的な内容が

記載され，機能している。入学後は学力不足を補う補習制度があり，能力が補われていることが報告
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されており，機能している。 

専攻科課程においては，本校の海外インターンシップ制度で派遣先の確保，滞在中の指導等を受入

先と緊密に連絡を取り実施している。渡航費用については後援会からの補助があり，専攻科生を主体

に平成15・16年度は米国ピッツバーグ，平成17年度は英国ダーラムに合計5名を2～4週間派遣してい

る。 

TOEIC-IPテストを年5-6回実施し，専攻科生は修了時にほぼ100％，TOEICスコア400以上をクリアし

ている。補習等を英語科が中心となって実施しており指導体制が機能している。 

 以上のように，特別な学習支援が必要な者（留学生，編入学生）に対して，学習支援体制が整備さ

れ，機能している。 

学生の生活や経済面に係わる指導・相談・助言を行う体制，特別な支援が必要な者への生活面での支

援体制，および，就職や進学などの進路指導を行う体制は，本校においては学級担任を中心とする支

援体制である。学年主任がまとめ役となり学生相談室と各主事と連携をとるこの学生支援体制は，

「組織はフラットに」との原則に合致し，機動性に富み適切に機能している。 


